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判 例 研 究No.341

仙 元 隆 一 郎*編

職務発明特許権の放棄後に得た利益が
使用者が受けるべき利益に含まれるとした事例

東京地裁平成20年3月31日 判決 平成18年(ワ)第ll664号

補償金請求事件 一部認容,一 部棄却(控 訴)

判例時報2020号138頁

吉 田 広 志**

【要 旨】

本判決の特徴は,職 務発明 について従業者が

受 ける対価 の算定のベース となる 「使用者が受

けるべ き利益」(以 下,適 宜 「受 けるべ き利益」)

の算定 に関 し,使 用者 によって発明が実施 され

た場合 には,問 題 となっている特許権 を放棄 し

た後 も,競 合他者が当該発明 を実施す るに至 る

までの相応の期間内は,事 実上,引 き続 き排他

的利益 を受けることが可能であ り,相 当対価の

算定の対象 となると判示 した ところにある。

従来の裁判例は,放 棄等特許権消滅後 に生 じ

た使用者の利益 を受 けるべ き利益 に算入する も

の,し ない ものに分 かれている。しか し本稿 は,

インセ ンテ ィヴ論 の下,職 務発明 を承継 した使

用者 には発 明の利用 について高度の裁量 を与 え

るべ きとい う観点か ら,使 用者が競争上合理的

に行動 している限 り,使 用者が得た利益 は,そ

のまま 「受けるべ き利益」 と推認すべ きと考 え

てい る。反対 に,従 業者 に支払 うべ き対価 を安

価 に抑 えるため に,競 争上の不利 を承知の上で

特許権 を放棄 した ような場合はお よそ合理的行

動 とはいえず,算 定の対象か ら除外すべ きでな

い と考 えている。

本判決 は,使 用者が特許権 を放棄 した理由に

ついて検討 した後に結論 に至 ってお り,そ の点

か ら支持すべ きもの と考 え られる。

〈参照条文 〉 特許法(平16法79号 による改

正前の もの)35条

【事 実】

被告Yは 精密計測機器及 び半導体製造装置 メ

ーカーである
。

原告Xは,昭 和42年4月 にYに 入社 した後,

量産工場 における加工 ・組立工程内の自動化装

置の機械開発設計 に従事 し,昭 和56年 から切断

機部 門の責任 者 となった。 その後,平 成6年,

Yの 技術研 究所の副所長に異動 し,半 導体材料

加工全般の研究及びウェーバ平面加工技術 の研

究 に従事する ようにな り,平 成10年,Yの 特許

室長 に異動 し,Yグ ループの知的財産権の管理

及 び渉外業務全般 に従事す るようになった。平

成16年8月,XはYを 定年退職 したが,平 成18

年2月 まではYの 嘱託社員 として勤務 していた。

Xは,平 成3年,当 時の部下であったBと 共
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同で次の発 明を行い,Yに 対 し,平 成4年1月

13日 ころ,本 件特許 を受 ける権利 を譲渡 した。

その後,本 件発明に関 しX及 びBを 発明者 とす

る特許権が設定登録 された。

発明の名称 半導体 ウエハの面取方法

特許 番号 第2876572号

出願年月 日 平成3年ll月28日

登録年月 日 平成ll年1月22日

特許請求の範囲

請求項1:回 転する半導体 ウエハの周縁 に回転

する砥石 を当接 して半導体 ウエハ の周辺 を研

磨す る半導体 ウエハの面取方法 において,前

記砥石の回転軸 を半導体 ウエハ外周の接線方

向に傾けて半導体 ウエハの周縁 を研磨するこ

とによ り,前 記砥石の砥粒運動方 向を前記半

導体 ウエハの研磨面に対 して傾斜 させること

を特徴 とす る半導体 ウエハの面取方法。

請求項2:(省 略)

Yは,「 発 明 ・考案取扱規 定」 に基 づ き,

出願補償金,登 録補償金各3,000円 を各時点

でXに 支払 った。

Yは,本 件発明 をYグ ループに属する完全

子会社Aに 無償実施 させたが,他 社 には実施

許諾 していない。Aは,本 件特許を実施 した

ウェーバ面取機 を製造販売 した。Yは,平 成

18年8月4日 付 けで本件特許権 を放棄 し,同

月22日 付 けで登録が抹消 された。

Xは,平 成16年 改正前の特許法(以 下,単

に 「特許法」)35条3項 に基づ き,Yに 対 し,

上記特許 を受ける権利承継 の相当の対価の一

部 として,金2億 円の支払 を求める訴えを提

起 した。

【判 旨】

「…使用者等 は,当 該権利(筆 者注:Y特 許

権)を 放棄す ることによって,以 後,当 該発明

の実施 を独 占するこ とができな くなる一方,競

合他者が当該発明を実施す るに至 るまでの相応

の期 間内 は,事 実上,引 き続 き当該発明 による

独 占の利益 を受けることが可能であることにか

んがみれ ば,当 該発 明の実施製品の売上高 は,

上記相応の期 間内を限度 として,相 当対価 の算

定の基礎 とすることがで きると解するのが相当

であ…る。

…ヘ リカル研削技術 によって
,研 削面粗 さ精

度が向上することは本件発明以前か ら公知 であ

った ところ,本 件発明は,砥 石軸 を傾 ける とい

う単純 な機構であって…,砥 石 も一般 に広 く流

通 してお り…,競 合他者が本件発明その ものを

実施す ることは容易 である と考 えられる こと,

本件特許権の放棄 当時,そ の残存期 間は約5年

間であった こと,競 合他者 において本件発 明を

実施 したい旨の強い要望 を示す証拠 は認め られ

ない ことなどにかんがみれば,上 記相応の期間

は,約6か 月間と認め るのが相当である…。」

「…具体 的に,本 件発 明の特許 を受 ける権利

の承継 に係 る相当の対価 の額 を計算す ると,13

億0,071万0,890円[売 上高]×0.4[超 過売上高

の割合]×0.05[実 施料率]×(1-0.9[使 用者

等 の貢献度])×0.8[共 同発 明者間での原告 の

貢献度]=208万1,137円(1円 未満切捨)と な

る。

上記…の とお り,Yは,Xに 対 し,本 件発明

の出願補償金及 び登録補償金 として合計6,000

円を支払 ってい るか ら,上 記208万1,137円 か ら

6,000円 を控除 した207万5,137円 が,未 払 の相当

対価 の額 となる。」

【研 究】

1.は じめに

特許法35条4項 の「使用者が受けるべ き利益」

をどの ように算定す るかは,同 条3項 の従業者

が受ける対価 を算定す るための出発点 ともいえ

る問題である。承継 した職務発明 を使用者 自身

が実施 した場合 には,近 時の裁判例 は,使 用者

が上げた利益全体 を 「受 けるべ き利益」 とは考
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えていない。

すなわち,職 務発明 に関 し使用者は法定の通

常実施権 を取得で きるため(特 許法35条1項),

た とえ特許 を受ける権利 を承継 しな くとも,す

なわち特許権者 になれな くとも実施 をする こと

は可能である。 したが って,使 用者によって発

明が現実 に実施 された場合 には,使 用者が受 け

るべ き利益 とは,こ の通常実施権 による利益 を

超 える利益(超 過利益)と 考え られている')。

もちろん,こ の超過利益がないと判断 されれ

ば,従 業者 もいわゆる実績報奨 に相当する分の

対価 を受 け取れ ないことになる。他方,こ の超

過利益 は,特 許 を受 ける権利 を承継 したことに

よって生 じる事実上 の利益 と解 されてお り,必

ず しも特許権の設定登録があ った後か ら特許権

が消滅す る前,す なわち法的 に排他 的実施が保

障されている期間には限 られない。

もともと特許法35条 が単 に 「発明」 と規定す

るのみで 「特許発 明」 と規定 していない ことか

らもわかるとお り,従 来 より特許性 のない発明

や出願 されなか った発 明(ノ ウハ ウ)に ついて

も,額 はわずか とはいえ,対 価が生 じるという

のが裁判例 の立場 であった(東 京地裁判昭和58

年12月23日 判決無体裁集15巻3号844頁[連 続

クラッ ド装置]他)2)。

たとえば,出 願公 開後,特 許権設定登録 まで

の期間は特許法65条 による出願公開にかかる補

償金請求権が行使 で きるこ とか ら,事 実上(あ

る程度 の)排 他 的地位 にあ ることを理由 として,

その売上げの1/2に ついて,受 けるべ き利益 の

算定対象 とした東京地裁平成16年2月24日 判決

判例 時報1853号38頁[工 業的晶析法(味 の素)]

があ り,以 降,多 くの裁判例 がこの立場 を支持

している3)。

2.従 来の裁判例

それでは,放 棄 を含め,特 許権消滅後の利益

が対価算定の対象 となるかどうか について判断

した裁判例 を見てみよう。

(1)概 観

知財高裁平 成18年ll月21日 判決 最高裁HP

(以下,最 高裁HP)(平 成17年(ネ)第10125号)

[テ トラゾリルアルコキシカルボスチ リル誘導

体2審(大 塚 製薬)]は,特 許権放棄後,放 棄

しなかった場合の存続期 間満了 日までの期 間に

予想 される利益 を使用者の受けるべ き利益 とし

て算入 した最初の事案 である。 この事案 では,

特許権 は平成17年5月18日 に放棄 によって登録

が抹消 されたが,放 棄 しなか った場合 の存続期

間満了 日は平成24年7月10日 であ った(な お,

放棄 に至 った理由は不 明)。 この ような事情の

下,裁 判所 は,「 …使用者等が取得 した特許権

をその後放棄 したことは,… 当該発 明の実施 を

排他的に独占 しうる地位 を取得す ることによっ

て受けることがで きる利益の額 を左右す るもの

ではない…」 として,具 体的 には,放 棄前 の4

年8カ 月の利益(5,564万 円)を 基礎 と して,

放棄後か ら放棄 しなか った場合 の満了 日までの

7年1カ 月 の想定利益 の70%を 放棄後 の利益

(5,910万円)と 算定 した。

東京地裁平成19年4月18日 判決 最高裁HP

(平成17年(ワ)第11007号)[簡 易 レタリングテ

ープ作製機1審(ブ ラザー工業)]は
,問 題 と

なっている4件 の特許権がいずれ も年金不納付

により消滅 している。 この事案で裁判所 は,4

件の うち2件 については無効理由を有す るか ら

不納付 には合理的理 由があ り,1件 については

無効理由はない ものの対象製品の販売額が少 な

く,か つ減少 しているか ら不納付 には合理的理

由がある としたが,残 りの1件 については無効

理 由もな く,か つ売上げに寄与 していたという

ことがで きるから,消 滅 しなかった ものとして

超過利益 を算定 してい る。

控訴審である知財高裁平成21年6月25日 判決

最高裁HP(平 成19年(ネ)第10056号)[同2審

(ブ ラザー工業)]は よ り使用者に厳 しく,上 記

4件 の特許権 の年金 を納付 しなか ったのは従業
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者 による本件訴訟提起後 の事情であ り,少 な く

とも職務発 明の対価算定 に当たっては,そ の権

利放棄 を もって従業者 に対抗 し得 ない と解 し,

権利消滅後 の期間についても超過利益の発生 を

観念 し得 るとい う。無効理由の存在や対 象製品

の売上 げ減少 といった1審 で年金不納付 の合理

的理由 とされた事情 について も,本 件訴訟提起

後の事情であることを重視 して,合 理的理 由と

は認めなかった。

他方,こ れ らの裁判例 と異な り,大 阪地裁平

成19年7月26年 判決 最高裁HP(平 成18年(ワ)

第7073号)[エ レク トレッ トコンデ ンサマ イク

ロホ ンユニ ッ ト(ホ シデン)]は,年 金不納付

によ り実用新案権 を消滅 させたことは,権 利者

において独 占的利益が皆無 になっていた ことの

証左 であるとして,他 の事情 も加味 しつつ,当

該権利 によって使用 者が受 け るべ き利益 は な

い,と 判断 した。

知財 高裁平成20年5月30日 判決 最高裁HP

(平 成19年(ネ)第10077号)[f-V変 換器2審

(日立製作所)]も 同様 で,年 金不納付 による権

利の抹消は,対 象製品 を実施 していなかったこ

とを窺 わせ る事情 の1つ として参酌 している。

(2)小 括 一 「抽象的価値」 か 「事後 的価値」

か 一

このように,放 棄(年 金不納付 による消滅 も

含 む。以下同 じ。)に 関 しては,裁 判例 は放棄

後の利益 を 「使用者が受 けるべ き利益」 に含め

るか どうかについて,結 論 において異 なる立場

を とってい る。 これ は,何 が原 因 なのだろ う

か。

まず,ほ とんどの裁判例が出発 点 としてい る

のは,大 阪高裁平成6年5月22日 判決 知的裁

集26巻2号356頁[中 空糸巻付 きガ ッ ト2審]

をそのまま肯定 した最高裁平成7年1月20日 判

決 判例工 業所有権法[2期 版]1297の43頁

[中 空糸巻付 きガ ッ ト上告審]で ある。 ここで

は,使 用者の受けるべ き利益 は,使 用者が特許

を受ける権利 を承継 した時 に客観的に定 まると

いう判断が示 されてい る。 これについては単 な

る レ トリックに過 ぎない との批判 もあるが4),

以後 の判決 は基本 的 にこの立場 を踏襲 してい

る。 もっ とも,発 明が現実 に実施 され利益が上

が ってい る場合は,そ れ らの事情 を十分 に考慮

に入れて受けるべ き利益 を算定す ることが合理

的だとも述べてお り5),現 実 を無視 して受 ける

べ き利益が算定 されるわけではない。

したが って受けるべ き利益 を評価す るにあた

って,仮 想 的にな りがちな承継時の 「抽象 的価

値」 と,現 実の売上 げによって証明 される 「事

後的価値」 と,ど ちらをどれだけ重視するのか

とい う均衡点の置 き方 によって,特 許権の放棄

をどの ように評価す るのか変わって くるという

こ とになる。

「抽象 的価値」 を重視 するのであれば,発 明

の価値 それ 自体が最重要のファクター となる一

方,当 該発 明が利用 される競争環境 や業界事情

とい った ものはそれほど評価 されず,裁 判所 と

しては,平 均的な使用者 であれば職務発 明をど

のように利用するのか という,仮 想 的な使用者

を措定 した上で算定 をする傾 向が強 くなる。 こ

の立場 だ と,現 実の使用者が職務発 明の利用 に

大 きく失敗 し,利 益 をまった く得 られなかった

として も,発 明の客観的価値 には影響 しないこ

とになる。 もちろんこれは逆に作用す ることも

あって,想 像以上に大 きな売上 げがあった とし

て も,承 継時に見込 まれる価値 に変わ りはない

とい うこ とで もある。従業者の対価請求権 を自

然権 と考 えると,発 明の価値 は 「抽象 的価値」

である とい う結論が導かれやすい。

他方,「 事後 的価値」 を重視するのであれば,

放棄後 は超過利益 を得 られない こ とにな るか

ら,放 棄 したか どうかで受 けるべ き利益 は変動

す ることになる(も ちろん,放 棄 した途端 に超

過利益が得 られな くなるかどうか については論

は分かれ る)。 この立場 は,発 明活用 について

96 知 財 管 理Vo1.60No.12010



※本文の複 製、転 載、改変 、再配布を禁止 します。

使用 者の裁量 を広 く認 める立場 で ある ともい

え,従 業者が受ける対価 は,承 継の代償 という

よ りは使用者利益 の分配 とい う意味 に近 くな

り,対 価が現実の事情 に左右 される傾向が強 く

なる(「 事後的価値」 を強調 した裁判例 として,

大 阪地裁 平成21年1月27日 判 決 最 高裁HP

(平成18年(ワ)第7529号)[カ ップ部 を有する衣

類のオーダーメイ ド用計測サ ンプル及 びオーダ

ーメイ ド方式(マ ルコ)])6)
。

で は ここで挙 げた裁判例 は,「 抽象 的価 値」

と 「事後的価値」 の どち らを重視 しているか。

前掲[テ トラゾリルアルコキシカルボスチ リル

誘導体2審(大 塚製薬)],前 掲[簡 易 レタリン

グテープ作 製機2審(ブ ラザ ー工 業)]が 前者

の立場 であることは明 白だろう。 もちろん,放

棄後の想定利益の計算は,現 実 に得 た利益 か ら

推測 してい るので,「 抽象的価値」 を重視す る

といって もあ くまで相対 的な もの に過 ぎない。

前掲[簡 易 レタリングテープ作製機1審(ブ ラ

ザ ー工業)]は,放 棄 に至 った事情 に よって区

別 してお り,中 間的な立場 といえるか もしれな

いo

他方,前 掲[エ レク トレッ トコンデ ンサマイ

クロホ ンユニ ッ ト(ホ シデ ン)],前 掲[f-V

変換器2審(日 立製作所)]は 相対 的には後者

寄 りであるものの,完 全 に 「事後的価値」 だけ

か ら判断 してい るか とい うと,そ うとも言い切

れない。 なぜ なら両判決 とも,放 棄 したか ら排

他 的利益 が ない,と 断 じてい るわけではな く,

使用者が放棄 した とい うこ とは,権 利維持 のコ

ス トを上回るだけの利益が上がっていない とい

う事実 を推認 させる娩曲的な事実であると位置

付 けているか らである。

この ように考 える と,全 体 的には裁判所 は承

継時の 「抽象的価値」 を評価す る傾 向が強いこ

とになるが,具 体 の事案 で特許権 を放棄する行

為が どう評価 されるかは,ま さしくケースバ イ

ケース とい うことになる。

3.学 説

それでは,学 説は どうか。

この点 に触 れている学説 は少 ない。従業者へ

支払 うべ き対価が高騰することを使用者が恐れ

たために意図的に特許権 を放棄 した ような場合

は,放 棄がなかった場合 に見込 まれる売上げを

予想 し,そ れをベース として対価 とすべ きとい

った説7)が ある他,前 掲[テ トラゾリルアルコ

キ シカル ボス チ リル誘導体2審(大 塚 製薬)]

の結論 を支持す るという見解8)が ある くらいで

ある。

4.本 判決の検討

(1)分 析

それでは本判決 を細か く見てい こう。

まず本判決は抽象論 として,「 …承継時 に予

想 された以上 に使用者等が利益 を上げることが

で きた場合であって も,通 常,そ の利益 の額が

相 当対価の算 定の基礎 とされるのであ るか ら,

特許権が放棄 され,そ れ以降,使 用者等が独 占

の利益 を享受 し得 なか った場合 には,そ の こと

も算定の基礎 として考慮す るのが,衡 平かつ相

当である…」 と述べ ている。 ここだけ切 り出 し

て見てみると,本 判決は 「事後的価値」 を比較

的重視す る立場の ように見 える。それで は当て

はめは どうか。

当て はめでは,「 使 用者等 は,… 競合他者が

当該発 明を実施するに至 るまでの相応 の期 間内

は,事 実上,引 き続 き当該発明による独 占の利

益 を受けることが可能である」と述べた うえで,

技術的には平凡 な発明であること,他 社か らの

ライセ ンス申込み等 はなかったこ と,特 許権の

残存期 間は約5年 だった こと等 を挙げ,事 実上

の排他 的利益 を受ける期 間について,放 棄後6

ヶ月 に限定 している。

これ らの理 由で,放 棄後対価算定の基礎 とな

る期間がわずか6ヶ 月 に過 ぎない と考 えている

な ら,か りに もっと画期 的な発明であ るとか,

放棄時において も他者か らライセンスを申し込
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まれる ような競争 上優位 に立 て る発明 であれ

ば,も っと長い期 間(た とえば出願 日か ら20年

経過時 まで),対 価算定の基礎 と判断 され る余

地 もあったか もしれない。

いずれ にして も本判決 は,前 掲[エ レク トレ

ッ トコンデ ンサマイクロホンユニ ッ ト(ホ シデ

ン)],前 掲[f-V変 換器2審(日 立製作所)]

ほどではないにせ よ,当 てはめにおいて も 「事

後的価値」 を比較的重視す る立場の ように見 え

る。 しか しこの2つ の判決 は結論 において放棄

後の利益 を受 けるべ き利益 に算入 していないか

ら,本 判決は,事 後的価値 を重視 する立場の中

では初めて,一 部 に しろ放棄後の利益 を算入 し

た事例 と位置付けるべ きであろう。

(2)評 価

さて本判決 は,こ の論点 につ きどのように評

価 されるべ きだろ うか。

本稿 は,本 判決のこの点の判断 について肯定

的に評価 したい。

裁判例は従来か ら,特 許性 のない発明やノウ

ハ ウについて も従業者は対価 を受け られる と考

えて きたことはすで に述べた とお りである。 こ

れは,発 明承継 によって他者に対 して技術的 に

優位 に立ちそれが利益 につ ながれば,そ れだけ

で利益の一部 を従業者に還元すべ きである とい

うのが同条の趣 旨だ と考 え られ るか らである。

もしそうであれば,た とえ放棄 されたとして も,

まだ他者 に対する優位性が残存 しているのであ

れば対価算定の基礎 とで きることは,別 段おか

しなことではない。

本判決が受 けるべ き利益 に参入 した放棄後の

利益 は,6ヶ 月間のそれに限った点については

どう評価すべ きだろうか。本判決は,前 掲[テ

トラゾ リルアル コキシカルボスチ リル誘導体2

審(大 塚 製薬)]の ように,放 棄 したのは使 用

者 の事情 で あって発 明の価値 自体 に変化 は な

い,と い う立場 をとった ものではない。む しろ,

使用者 の発 明活用 に関する裁量 を幅広 く認めた

前掲[エ レク トレッ トコンデ ンサマイクロホン

ユ ニ ッ ト(ホ シデ ン)],前 掲[f-V変 換 器2

審(日 立製作所)]に 近い立場 と解すべ きだろ

う。

たしか に,条 文上 は 「発明に より使用者が受

けるべ き利益」 となってお り,「受 けたる利益」

ではない以上,使 用者が当該発明 をどの ように

活用 するかに関わ りな く受 けるべ き利益 が決定

す るとい う前掲[テ トラゾリルアル コキシカル

ボスチ リル誘導体2審(大 塚製薬)]の 立場は,

解釈 としてあ り得 る。

しか し他方で,使 用者 には,特 許を受ける権

利 を承継 した以上はその発明 をどの ように活用

す るのか,高 度の裁量が与 えられていると解す

べ きである とい うのが筆者 の立場である9)。特

許 を受 ける権利は出願するか しないかの決定権

であ り,ま た特許権者は他者か ら実施 を強制 さ

れることはない。発明の価値 を最 もよく知 る者

は,一 般的 にはそれを承継 した使用者 である。

使用者が合理的 に行動する限 り,発 明は効率的

に活用 されることが期待 できる。

したが って使用者が競争上合理的に行動 して

いる限 り,使 用者が得た利益 は,そ のまま 「受

けるべ き利益」 と推認すべ きであ る。反対 に,

従業 者 に支払 うべ き対 価 を安価 に抑 えるため

に,競 争上の不利 を承知 の上で特許権 を放棄 し

た ような場合 はお よそ合理 的行 動 とはい えな

い ○

したが って,特 許権放棄後 の期間の利益 を受

けるべ き利益 に算入す るかどうかは,そ の放棄

(ない し年金不納付)行 為が,使 用者 において

競争上合理的な行動だ ったか どうかに左右 され

ることになる。その意味 で本判決は,理 由をい

くつか挙げて,放 棄 は合理的だった との結論 を

導いてお り,支 持すべ きもの と考 えられる。

この ような本稿 の立場 からす ると,特 許権 を

放棄 したことにつ きその理由 を吟味 していない

前掲[テ トラゾリルアルコキシカルボスチ リル
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誘導体2審(大 塚 製薬)]に は賛成 で きない こ

とになる。前掲[簡 易 レタリングテープ作製機

1審(ブ ラザー工業)]は,複 数 の特許権 につ

いて個別 に年金 を納付 しなか った理由を検討 し

てい るので妥当。前掲[簡 易 レタリングテープ

作製機2審(ブ ラザー工業)]も,具 体 的な当

てはめは1審 より使用者側 に厳 しい もの となっ

たが,理 由をよ り踏み込 んで検討 してお り妥当,

当事者 間の信義の面か らも支持すべ きである。

他方,前 掲[エ レク トレッ トコンデ ンサマイ

クロホ ンユニ ッ ト(ホ シデ ン)],前 掲[f-V

変換器2審(日 立製作所)]は,年 金 を納付 し

なか ったのは当該特許権が競争上の優位性 に も

はや寄与 してい ない とい う傍証 だと位置付 けて

いるが,こ れは,常 に企業が競争上合理的に行

動す るとい う前提 な くしては成 り立たない理屈

である。一般論 としてはその通 りだ と して も,

事案 によって使用者 は,競 争上 の不利 を承知の

上で,従 業者への対価支払い を免れたい という

不合理 な行動 をとる可能性 もある。 この点の検

討 は必要だったように思 える。
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記

大阪地裁平成5年3月4日 判決[中 空糸巻付 き

ガッ ト1審]が 超過利益説を採った最初の判決

である。前後の裁判例 の流れは,田 村善之=山

本敬三 『職務発明』(2005年 ・有斐閣)23～27頁

(田村執筆部分),79～81頁(筆 者執筆部分。以

降,筆 者執筆部分 を 「拙稿」 とする。)

前掲注1)拙 稿 『職務発明』58～63頁 。

前掲注1)拙 稿 『職務発明』87～88頁,そ のほ

かの裁判例 については,永 野周志 『企業 と研究

者のための職務発明ハン ドブック』(2009年 ・経

済産業調査会)162～169頁 。

前掲注1)拙 稿 『職務発明』68～70頁 。

前掲注1)拙 稿 『職務発明』68～69頁 。

「事後的価値」 を重視す る立場は,使 用者のイ

ンセンティヴをより重視する立場である。

もっとも,使 用者のインセ ンティヴが高まって

も,従 業者のインセンティヴがそれ以上に低下

しては意味がない。使用者 と従業者のインセ ン

ティヴの合計量が最大となる点を追求するのが,

この問題 におけるインセンティヴ論 の在 り様 で

あろう。

前掲注1)拙 稿 『職務発明』72～73頁 。

前掲注3)永 野 『企業 と研究者のための職務発

明ハ ンドブック』171～175頁 。

前掲注1)拙 稿 『職務発明』61～63頁 。

(原稿受領 日2009年9月28日)

知 財 管 理VoL60No.12010 99


